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今
回
、
両
市
町
で
調
印

し
た
「
合
併
協
定
書
」
と

別
添
の
「
新
潟
市
・
黒
埼

町
合
併
建
設
計
画
（
ま
ち

づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン
）
」
は
、

市
役
所
本
館
４
階
の
市
政

情
報
案
内
室
で
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

併
せ
て
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（
ア
ド
レ
ス
は
右
上
）

で
も
、
協
定
書
の
内
容
を

は
じ
め
と
す
る
合
併
に
関

す
る
情
報
を
紹
介
し
て
い

ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
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取
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全
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、

町
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場

を

地

区
事
務
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（
当
分
の
間
は
支
所
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と

す

る

こ

と

で

、

市

民

サ

ー
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ス

提

供
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た

め

の

窓

口

を

設

置

す
る
な
ど
の
項
目
が
あ
り
ま
す
。
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の
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定

さ

れ
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運
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・
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と

い

っ

た

全

市

的

な

施

設
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下
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整

備
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の

事
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り
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す
。

ど
う
し
て
黒
埼
町
と
合
併
な
の
？

通
勤
・
通
学
・
買
物
で
市
に
向
か
う
人
の
割
合

は
、
町
が
近
隣
市
町
村
の
中
で
一
番
高
い
し
、
生

活
圏
が
一
体
化
し
て
き
て
い
る
よ
ね
（
４
面
参
照
）。

今
ま
で
ど
お
り
別
々
だ
と
ダ
メ
な
の
？

も
ち
ろ
ん
合
併
せ
ず
に
、
一
部
事
務
組
合
な
ど

の
広
域
行
政
制
度
を
活
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
け
れ
ど
、
ひ
と
つ
の
自
治
体
と
な
っ
た
方
が
総

合
的
に
事
業
展
開
し
て
い
け
る
よ
ね
。

他
都
市
で
合
併
は
進
ん
で
い
る
の
？

全
国
14
地
域
で
法
定
合
併
協
議
会
が
設
置
さ
れ

て
い
る
よ
（
自
治
省
２
月
調
べ
）。
全
国
各
地
で
、

地
域
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
自
主
的
な
判
断
で
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
よ
う
と
す
る
機
運
が
高
ま
っ
て
い
る

ん
だ
。

黒
埼
合
併
で
い
い
こ
と
っ
て
あ
る
の
？

例
え
ば
、
事
務
組
織
を
一
体
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
行
政
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ

ね
。そ

れ
に
、
新
潟
市
は
、
こ
れ
ま
で
に
２
町
12
村

と
合
併
し
て
き
て
、
今
の
魅
力
あ
る
ま
ち
が
で
き

た
ん
だ
。
今
回
も
、
黒
埼
町
と
一
緒
に
な
っ
て
発

展
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
市
全
体
の
魅
力
を
高
め

ら
れ
る
は
ず
だ
よ
。

合併の方式
西蒲原郡黒埼町（以下町）を廃し、その区域を

新潟市（以下市）に編入する

合併の期日
平成13年１月１日とする

財産・公の施設の取扱い
町の財産（権利および義務を含む）・公の施設

はすべて市に引き継ぐ

議会の議員の任期および定数の取扱い
町議会議員は、市町村の合併の特例に関する法律

（以下合併特例法）の規定を適用し、市議会議員の
残任期間を引き続き市議会議員として残任する

農業委員会の取扱い
合併期日において町農業委員に残任期間がある

間は現行のまま設置し、その後、合併後の市の全
域を区域とする農業委員会に統合する

地方税の取扱い
あ市制度に統一する。ただし、
あ①　個人市民税均等割・都市計画税・事業所税は、
ああ合併特例法の規定により、合併年度とこれに続
ああく３カ年度に不均一課税を実施する
あ②　福祉向上を図るため設置された黒埼荘での
ああ入湯税は免除する

一般職の職員の取扱い
� 町定数内職員は、すべて市職員に引き継ぐ
� 職員の任免・給与その他身分の取扱いは、市

ああ職員と不均衡が生じないよう公正に取扱い、そ
ああの細目は両市町の長が別に協議して定める

特別職の身分の取扱い
町特別職（三役及び教育長）の身分の取扱いは、

両市町の長が別に協議して定める

行政組織機構の取扱い
� 町役場は市地区事務所とする。ただし、
①　当分の間、地方自治法上の支所とする
②　支所組織は、住民生活に急激な変化を来す

あああことのないよう配慮し、段階的に再編・見直
あああしを図る
� 町附属機関は廃止するが、合併後の附属機関

ああの委員構成は、必要により町の実情に応じた適
ああ切な措置を講ずる。ただし、町学校給食センタ
ああー運営委員会は、市附属機関として引き継ぐ

一部事務組合等の取扱い
� 町加入の一部事務組合は、合併の前日に脱退

ああする。ただし、町加入の西蒲原郡福祉事務組合
ああと三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施
ああ設組合は、町の地位継承の方向で市が検討する
あ� 町加入の法定協議会等は、合併の前日に脱退
ああする

使用料・手数料の取扱い
� 手数料は市制度に統一する
� 使用料は市制度に統一する。ただし、
①あ町老人福祉センター使用料は、60歳以上

あああの利用者は無料、そのほかの利用者は現行ど
あああおりとする

②　町屋外体育施設は無料施設に位置づける。
あああ町総合体育館使用料は現行どおりとする
ああ③　大野定例露店市場出店料は、当分の間、現
あああ行どおりとする

④　町保健センタ－使用料と施設利用は、現行
あああどおりとする

公共的団体等の取扱い
実情を尊重しながら下記のとおり調整に努める
①　両市町に共通の団体は、合併時に統合
②　独自目的を持つ団体は、自主的判断に委ねる
③　統合に時間を要する団体は、将来統合

各種団体への補助金・交付金等の取扱い
従来の実績を下回らないよう配慮し、合併後の市

域内で均衡を失しないよう調整を図る

町字名の取扱い
町での意向を尊重する。ただし、市の現行町名と

紛らわしくないようにする

慣行の取扱い
� 市民憲章は、市制度に統一する。ただし、町

ああ民憲章は、黒埼地区の憲章として継承する
� 市民歌は、市制度に統一する。ただし、町民

ああ歌は、黒埼地区の愛唱歌として伝承する
� 市の木・花は、市制度に統一する。ただし、

ああ町の木は、黒埼地区の推奨の木として伝承する
� 消防出初式は、市制度に統一する。ただし、

ああ黒埼地区の出初式も別に実施する
� 成人式は、市制度に統一する

各種事務事業の取扱い
市制度に統一する。ただし、従来からの経緯・実

情などから、合併後直ちに制度統一できない事務事
業は、町制度を継続させるなどの措置をとる
※　薬剤散布機具購入補助、スポーツの全国大会

ああ等出場者激励金は、町制度を適用する

合併建設計画
同計画は黒埼地区の新しいまちづくりの基本方針

とまちづくり計画から成ります。まちづくり計画は
平成13年度から22年度までの10年間で概算733億
円の規模となります。主な整備事業等は下記のとお
りです。

� 福祉
老人憩の家の建設、統合保育所の建設（善久・

あ立仏）、興野保育所移転建設、児童クラブ室整備

� 環境・安全
河川敷公園等の改修・整備、金巻の池周辺公園・

あ北部公園・保育所跡地（善久・立仏・興野）公園・
あ小学校区（大野・山田）公園・「みどりと森」の
あ運動公園［野球場・多目的広場（グラウンド）・
あ庭球場・プール］の整備、墓地公園計画の策定、
あ黒埼いこいの路環境整備、住居表示の調査・検討、
あ都市排水路改修、埋立処分地跡地利用整備、水槽
あ付消防ポンプ自動車・小型動力ポンプ積載車（消
あ防団用）の更新、耐震性貯水槽（飲料水兼用）・
あ高度救命処置用資機材の整備、消防庁舎建設、防
あ災無線通信設備整備，交通安全施設整備

� 教育・文化
校舎大規模改造、学校プール更新、屋内運動場

あ大規模改造・改築、屋外運動場改修、第二中学校
あの新設検討、南部地区小学校の統合検討、図書館

あ増改築、南部地区公民館建設、旧武田家（常民文
あ化史料館）全面改築、黒埼市民会館（仮称）［黒
あ埼中央公民館・黒埼文化資料館・児童館の機能を
あ含む］の建設、埋蔵文化財収蔵庫建設、体育施設
あ改修

� 産業
担い手育成基盤整備（板井・木場）促進、市民

あ農園の整備、ミニライスセンター・カントリーエ
あレベーター建設促進、農村公園管理施設整備、黒
あ鳥遊ロード整備、水環境整備事業負担「黒鳥地あ
あ区」、大野町商店街駐車場設置・観光案内板設置
あ促進、観光・レクリエーション施設整備構想調査、
あ市民保養センター（仮称）建設

� 都市基盤
西川流域下水道関連黒埼町地域公共下水道整備、

あ市内新浄水場建設［黒埼町地域給水能力増強分を
あ含む］の建設、黒埼町地域配水管幹線整備、水道
あ老朽管等更新、ガス本支管新設取替・地区整圧器
あ更新、山田地区・その他地区土地区画整理事業の
あ促進、市街化区域の見直し、須上線道路歩道工事、
あ河川公園線・木場‐板井線道路改良、新通インター
あ線（仮称）改良、道路改良舗装、道路補修、県道
あ整備事業負担、高速道鳥原バス停駐車場整備、バ
あス路線体制の整備促進、新交通システム導入への
あ調査・検討、黒埼南インターチェンジ（構想）の
あ建設促進
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平山県知事（中央）立ち会いのもと、合併協定書に調印をする長谷川市長（左）と河内町長（右）

調印を終えて長谷川市長は「合併特例
法が制定されてから初めての市町村合併
となる。地方分権の先駆けとなることは
非常に喜ばしい」とあいさつしました。
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浅妻町長が合併に関する住民アンケート実施を公約に
掲げ当選
町が住民アンケートを実施（合併賛成・どちらかと言

えば賛成が全体の67.6％：対象者 1,500人中 714人が
回答）
町長が町議会で「任期は短いが、せめて協議会をつく

ってもよいのではないか」と答弁
両市町が合併に関する庁内組織を設置
新潟商工会議所が合併推進についての陳情書を市議会

議長あてに提出。以降、町青年会議所・町在住者などが
合併推進および合併に慎重な対応を求める陳情を市議会
議長および町議会議長あてに提出
市議会で合併推進の陳情を採択
町議会で合併推進の陳情を採択
第１回新潟市・黒埼町合併問題協議会（任意合併協議

会）を開催
第２回新潟市・黒埼町合併問題協議会を開催
第３回新潟市・黒埼町合併問題協議会を開催
第４回新潟市・黒埼町合併問題協議会を開催
第５回新潟市・黒埼町合併問題協議会を開催
第６回新潟市・黒埼町合併問題協議会を開催
第７回新潟市・黒埼町合併問題協議会を開催
市長・河内町長会談で「一定の段階で黒埼町は住民説

明会などを開催し、それらの結果を踏まえ、法定合併協
議会を設置すること」などを合意
第８回新潟市・黒埼町合併問題協議会を開催
第９回新潟市・黒埼町合併問題協議会を開催
町議会が「法定合併協議会の早期設置」を決議
市長・町長会談で「両市町の平成11年12月議会定例

会で法定合併協議会の設置議案を提案すること」を合意
町12月議会定例会で「新潟市・黒埼町合併協議会

（法定合併協議会）の設置」を可決
市12月議会定例会で「新潟市・黒埼町合併協議会

（法定合併協議会）の設置」を可決
市長・町長が県知事に「新潟市・黒埼町合併協議会

（法定合併協議会）」の設置を届け出
第１回新潟市・黒埼町合併協議会を開催
第２回新潟市・黒埼町合併協議会を開催（合併協定書

に調印）
両市町議会で合併の議決
県知事への申請
県議会の議決と知事の決定
自治大臣への届け出と告示
合併の施行（13・１・１）

〜


